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１ これまでの本市の取組み 

 

本市においては、従来から効率的な行財政運営と市民サービスの向上のため、

行財政改革に取り組んできました。 

昭和６０年度から昭和６２年度まで、そして平成８年度から平成１０年度に

かけては「日立市行政改革大綱（第１次計画）」を策定し、事務事業の見直し、

民間委託、ＯＡ化の推進を図りました。 

さらに、平成９年には、市議会に「行財政改革特別委員会」が設置され、行

政全般について改革方策の提言を受け、厳しい地方行財政環境への対応として

「日立市行財政改革大綱（第２次計画）」を策定し、平成１１年度から平成 

１５年度までを推進期間として取り組んできました。 

そして、平成１５年には、国が進める「三位一体の改革」や本格的な地方分

権時代へ的確に対応するため、「市民との協働で進める新たな行財政システム

の構築」を基本理念とした「日立市行財政改革大綱（第３次計画）」を策定し、

一定の成果を挙げてきています。 

 
 (1) 主な取組み 

 
日立市行政改革大綱 

（第１次計画） 

（平成８年度～平成 10 年度） 

 
 
 
日立市行財政改革大綱 

（第２次計画） 

（平成 11 年度～平成 15 年度） 

 
 
 
日立市行財政改革大綱 

（第３次計画） 

（平成 16 年度～平成 18 年度） 

・ 職員定数の適正化 

・ 各種委員会等の見直し 

・ パソコンによる人事管理システムの確立 

・ 下水道使用料、ごみ処理手数料、動物園入園料の見直し 

・ 総合窓口の設置 

・ 市民窓口の休日開庁 

・ 市民利用施設の無休化の拡大 

・ 指定管理者制度導入基準の作成、推進 

・ 職員数、経常経費削減 

・ 未利用地公募売払い 

・ 新ごみ処理システムの導入 

・ 日立市住宅都市整備公社、日立市生きがい事業団の解散 

日日立立市市行行財財政政改改革革大大綱綱（（第第４４次次計計画画））  
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 (2) 目標額に対する成果額等 

計 画 
推進事 

項件数 

うち推進

した件数 
目 標 額 成 果 額 

第 1 次計画 ８５件 ６２件 28 億  235 万円 

 

24 億 3,961 万円 

(達成率： 87.1％) 

第２次計画 １３３件 １１３件 71 億 9,600 万円 

 

85 億 1,732 万円 

(達成率：118.4％) 

第３次計画 １１０件 ９３件 37 億 7,400 万円 

 

35 億   73 万円 

(達成率： 92.8％) 

  ※ 第３次計画については、平成１８年９月３０日現在の状況 

 
 
２ 行財政改革の必要性 

 
人口の減少、少子・高齢社会の顕在化、財政規模の縮小、地方分権時代の本

格化など社会動向の変化を踏まえ、地域経済の持続的発展、老朽化が進む都市

インフラの再整備、豊かな市民生活の維持増進などの課題に取り組むためには、

従来の行財政システムを改め、将来にわたる確かな行財政基盤を整えなければ

なりません。 

一方、ケーブルテレビの整備による情報インフラ基盤を活用した質の高い行

政サービスの提供や地球温暖化への地域社会としての取組み、市民生活に影響

するグローバル化への対応など、地方自治体としての役割は今後ますます多様

化・複雑化していくものと考えられます。 

さらに、国は、２０１０年代当初における基礎的財政収支の黒字化に向け

「歳出・歳入一体改革」に取組み、将来世代に責任が持てる財政を確立するた

め、「小さくて効率的な政府」を実現し、財政の健全化を図るとともに、行政

に対する信頼性の確保を図ることを喫緊かつ最重要課題としています。 

このような厳しい現状を見据えたとき、市民ニーズに的確に対応し、まちづ

くりの方向性を「量」から「質」へと転換を図るためには、新たな視点に立ち、

創意工夫を凝らして、間断なき行財政改革に取り組む必要があります。 
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３ 基本理念と基本的な視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、次の３点を基本的な視点として、行財政改革を推進します。 

 

 

  

  

ア 事業の実施やサービスの提供に当たっては、市民の視点に立って検討

し、理解と納得を得られるものかどうかを常に意識し、真に市民のニー

ズに応える行政サービスを効果的かつ効率的に提供します。 

イ 民営化や業務委託など、民間（市民）との連携を推進し、時代の潮流

に応じて地域の力を総合的に結集します。 

 

これらを進めるため、次の事項に取り組みます。 

 

 

 

 

 

市民とともに築く新たな行政スタイルをめざして 

① 時代の変化に対応したサービスの拡充 

② 積極的な民間活力の導入 

(1) 市民サービスの質的向上 

「日立市行財政改革大綱（第３次計画）」の基本的な考え方を踏ま

え、新たな基本計画や各種まちづくり計画に定めた施策の確実な推進

を支援し、市民サービスや行政活動の費用対効果を高め、良質なサー

ビスを効果的かつ効率的に提供するため、市民と一丸となって価値観

を共有しながら、新たな行政スタイルの構築をめざします。 

 
基 本 理 念 
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ア 厳しい財政状況の下、最少の経費で最大の効果を追求するために、投

資と成果、業務効率などコストを意識した事務・事業の見直しを行いま

す。 

イ 官民の適正な機能分担の観点から、サービス提供主体や関与のあり方、

行政サービスの必要性、適時性などを多角的な視点から検証し、選択と

集中による重点化を図り、効率的な行政運営に努めます。 

ウ 市や民間が有する施設をはじめ、地域が有するあらゆる資産の有効活

用を進め、市民との協働による行政運営を進めます。 

 

これらを進めるため、次の事項に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア スリムで柔軟に、そして、市民ニーズに機動的に対応できる組織体制

を構築します。 

イ 活力ある行政組織とするため、新たな人事システムを構築するなど人

材育成の充実を図ります。 

 

これらを進めるため、次の事項に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 財政の健全化・資産の活用 

① 効率的な事務・事業の展開 

② 健全な財政基盤の構築 

③ 地域資源の有効活用 

(3) 組織力の強化 

① 市民ニーズに対応した組織体制の構築 

② 人材育成の充実 
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４ 推進に当たって 

 

 (1) 推進期間 

   推進期間は、平成１９年度から平成２１年度までの３年間とします。 

 

 (2) 推進体制 

   行財政改革大綱の推進を迅速かつ確実なものとするため、市長を本部長

とする日立市行財政改革推進本部が中心となって、各種の改革を組み合わ

せるなど、横断的な連携の強化を図り、全庁一丸となった取組みを進めま

す。 

   さらに、毎年の進行状況を市議会及び日立市行財政改革推進会議に報告

し、指導、助言を得ながら行財政改革を推進します。 

 

 (3) 推進状況の公表 

行財政改革大綱及び推進状況は、市報、ケーブルテレビ、ホームページ 

などにより市民に積極的に公表するとともに、意見や提案を進行管理に反

映させていきます。 

 

 (4) 推進方策 

   行財政改革の効果をより高めるため、必要に応じて社会情勢の変化に即

応した見直しを行います。 

   また、国の「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指

針」を踏まえ、本市の行財政改革大綱が国の要請する「集中改革プラン」

として位置付けできるよう配慮しています。 
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５ 行財政改革の推進事項‥‥‥別表のとおり 

 

 

 

 

 

情報インフラの整備に伴い、日立市ホームページやケーブルテレビを利

用した行政情報の積極的な提供に努め、市政の透明性向上を図り、分かり

やすい行政を推進します。 

また、市民の多様な生活スタイルに対応するため、施設の無休化や利用

機会の拡大を更に進めるなど、市民の利用環境の向上を図ります。 

 

【主な推進事項】 

推進事項 推進事項の概要 
日立市ホームページの再
構築 
 

検索機能の強化、ライフステージや利用
目的に沿ったメニューづくりを行うととも
に、携帯電話からの利用を可能にするな
ど、日立市ホームページの再構築を行う。 
 

図書館の無休化 図書館（３館）の休館日（年末年始を除
く。）を廃止し、施設利用の拡大を図る。 

 
市民相談コーナーの相談
日の拡大 

市民相談コーナーを土曜日にも開設し、
利用機会の拡大を図る。 

 

 

 

 

 

民営化や業務委託により、サービスの向上などが期待できる事業につい

ては、信頼性、安全性などを十分に検討した上で、民間活力の導入を図り

ます。 

 

【主な推進事項】 

推進事項 推進事項の概要 
公立保育園の民営化 
 

公立保育園１園を、民間に移管する。 
 

（仮称）滑川クリーンセ
ンターの管理業務委託 

新たに整備する（仮称）滑川クリーンセ
ンター（し尿希釈投入施設）の管理業務を
民間に委託する。 

 

(1) 市民サービスの質的向上 

ア 時代の変化に対応したサービスの拡充 

イ 積極的な民間活力の導入 
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事務・事業については、ＩＴ化を積極的に推進することにより、事務処

理の効率化・迅速化を進めます。 

また、事務の集約化を進めるとともに、行政課題への的確な対応の観点

から必要性や効果などを検証し、事務・事業の見直しを進めます。 

 

【主な推進事項】 

推進事項 推進事項の概要 

情報基盤を活用した事務

の推進 

事務処理の効率化、省力化を図るため、

情報基盤を利用した会計事務の分散処理、
勤務管理表の電子化などを推進する。 

 

共通管理事務の集約化 事務処理の効率化を図るため、庶務事務

など各課で行われている共通管理事務を段
階的に集約する。 

 

ふれあいサロン事業の拡

充 

高齢者の生きがいづくり、健康増進をよ

り効果的に実現するため、類似事業を整理
し、ふれあいサロン事業を拡充する。 

 

 

 

 

 

税財政制度が不透明な中にあっても、自助努力により財政基盤の充実・

強化を図り、市民ニーズや社会情勢の変化に的確に対応するため、引き続

き経費の削減と財源の確保に取り組みます。 

 

【主な推進事項】 

推進事項 推進事項の概要 

旅費の見直し 旅費のうち、県内出張に係る日当を廃止
する。 

 

補助金の見直し 

 

補助対象事業の有効性、必要性などにつ

いて評価を行い、廃止や補助内容の見直し
を行う。 

 

(2) 財政の健全化・資産の活用 

ア 効率的な事務・事業の展開 

イ 健全な財政基盤の構築 
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市民と行政が、市民サービスの共同の担い手として、適切な役割分担に

より、協力してまちづくりを進めます。 

また、未利用地の売払いなどを引き続き進めるとともに、財産の効果的

な活用を推進します。 

 

【主な推進事項】 

推進事項 推進事項の概要 

再生資源の収集方法の見
直し 

処理経費の削減を図るため、再生資源の
うち雑ビンについては、３色（無色、茶

色、その他色）に分別するよう収集方法の
見直しを行う。 

 
資産を活用した有料広告

事業の推進 

広告媒体として活用できる資産の確認、

需要状況の調査分析を行い、総括的な活用
指針を作成するとともに、具体の取組みが

行えるよう推進体制を確立する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

一層の定員管理の適正化を進め、効率的な人員配置に努めるとともに、

社会情勢の変化に即応した組織・機構の整備に努めます。 

 

【主な推進事項】 

推進事項 推進事項の概要 

職員定員管理の適正化 
 

「日立市定員適正化計画」に基づき、年次
計画で職員数を削減する。 
 

組織・機構の見直し 

 

常に組織・機構の見直しを行い、時代に

即応した簡素で効率的な組織・機構の整備
に努める。 

 

 

 

ウ 地域資源の有効活用 

(3) 組織力の強化 

ア 市民ニーズに対応した組織体制の構築 
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社会情勢の変化に即応できる職員を育成するため資質の向上に努めると

ともに、職員の士気を高めるためその能力・実績を適正に評価できる制度

の構築に向け検討を進めます。 

 

【主な推進事項】 

推進事項 推進事項の概要 

職員研修の推進 
 

「日立市人材育成計画」に基づき、対人
関係能力、マネジメント能力、政策形成能

力の向上を重点として、職員研修を推進す
る。 

 

新たな人事評価制度の構

築の検討 

能力評価制度の設計を進め、現在試行中

の目標による管理制度と合わせたトータル
的な人事評価制度の構築について、国家公

務員における新たな人事評価制度の導入状
況を見極めながら検討する。 

 

 

 

イ 人材育成の充実 
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（別 表） 

   

(1) 市民サービスの質的向上  

  ア 時代の変化に対応したサービスの拡充 

   (ｱ) 多様な情報提供の推進（４項目） 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

１ 日立市ホームペ

ージの再構築 

検索機能の強化、ライフステージや

利用目的に沿ったメニューづくりを

行うとともに、携帯電話からの利用を

可能にするなど、日立市ホームページ

の再構築を行う。 

 

→ ○  情報政策課 

２ 日立市ホームペ

ージ活用による

行政情報の発信

拡大 

（継続） 

① ホームページの「市長室」コーナ

ーのデザインを一新し、市政に関す

る市長の考え方や市長のスケジュ

ールなどを掲載する。 

 

② ホームページの「日立市報」と「市

政への提案」コーナーを充実させる

とともに、新たに「よくある質問と

回答」のコーナーを設ける。 

 

③ ホームページに土地利用、都市施

設の整備、市街地開発事業に関する

計画などの都市計画情報を掲載す

る。 

 

○ ○ ○ 秘書課 

広聴広報課 

都市政策課 

３ ケーブルテレビ

基盤を活用した

施策の導入の検

討 

ケーブルテレビ基盤を市民サービ

スの向上やまちの活性化などに役立

てるため、新たなサービス展開を検討

する。 

 

 

 

→ ○ ○ 情報政策課 

広聴広報課 

行行財財政政改改革革推推進進事事項項一一覧覧  

凡例：推進年度欄の ○ は推進

を、 → は調査やシステム

開発などの準備を表す。 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

４ 緊急情報の迅速

な提供体制の構

築 

ケーブルテレビ（Ｌ字放送）を利用

して、市内の緊急情報を迅速に提供で

きる体制を構築する。 

 

○ ○ ○ 広聴広報課 

生活安全課 

 

 

   (ｲ) 利用環境の向上（９項目） 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

５ 市民会館の無休

化 

（継続） 

日立市民会館、多賀市民会館の休館

日（年末年始を除く。）を廃止し、施

設利用の拡大を図る。 

 

→ → ○ 市民活動課 

６ 日立シビックセ

ンター・日立新

都市広場の無休

化 

日立シビックセンター・日立新都市

広場の休館日（年末年始を除く。）を

廃止し、施設利用の拡大を図る。 

 

 

→ → ○ 市民活動課 

７ 図書館の無休化 図書館（３館）の休館日（年末年始

を除く。）を廃止し、施設利用の拡大

を図る。 

平成 20年度 １館 

平成 21年度 ２館 

 

→ ○ ○ 記念図書館 

多賀図書館 

十王図書館 

８ 市民相談コーナ

ーの相談日の拡

大 

市民相談コーナーを土曜日にも開

設し、利用機会の拡大を図る。 

 

 

○ ○ ○ 広聴広報課 

９ 消費生活センタ

ーの相談日の拡

大 

消費生活センターの相談窓口を土

曜日にも開設し、利用機会の拡大を図

る。 

 

 

 

 

 

 

○ ○ ○ 女性政策課 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

１０ 休日基本健康診

査の拡大 

休日（土曜日）の基本健康診査実施

会場数の拡大を図る。 

平成 19年度 ６会場 

平成 20年度 ８会場 

平成 21年度 ８会場 

 

○ ○ ○ 健康づくり

推進課 

１１ 子どもすくすく

センターの管理

体制の見直し 

休館日（年末年始を除く。）の廃止

の検討を含め、子どもすくすくセンタ

ーの管理体制の見直しを行う。 

 

→ ○  こども福祉

課 

１２ 十王総合健康福

祉センターの管

理体制の見直し 

休館日（年末年始を除く。）の廃止

の検討を含め、十王総合健康福祉セン

ターの管理体制の見直しを行う。 

 

→ → ○ 健康づくり

推進課 

１３ 救急救命士有資

格者の増員配置 

救命率向上のため、救急救命士の増

員配置を行う。 

 

○ ○ ○ 消防総務課 

 
 

  イ 積極的な民間活力の導入（５項目） 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

１４ 公立保育園の民

営化 

（継続） 

公立保育園１園を、民間に移管す

る。 

平成 21年度 １園移管 

 

→ → ○ こども福祉

課 

１５ 市営住宅への指

定管理者制度導

入の検討 

（継続） 

市営住宅の管理業務について、指定

管理者制度の導入を検討する。 

 

 

 

→ ○  住宅課 

１６ 分析調査業務の

委託 

水質、大気汚染などの分析調査業務

を段階的に民間に委託する。 

平成 19年度 職員１人削減 

平成 21年度 職員２人削減 

 

 

○ ○ ○ 環境保全課 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

１７ （仮称）滑川ク

リーンセンター

の管理業務委託 

新たに整備する（仮称）滑川クリー

ンセンター（し尿希釈投入施設）の管

理業務を民間に委託する。 

 

→ ○  環境衛生課 

１８ 廃棄物最終処分

場の管理業務委

託 

廃棄物最終処分場の管理業務を民

間に委託する。 

平成 19年度 職員１人削減 

 

○   清掃センタ

ー 

 

 

 

(2) 財政の健全化・資産の活用 

  ア 効率的な事務・事業の展開 

   (ｱ) ＩＴ化の推進（５項目） 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

１９ 基幹系システム

の再構築 

（継続） 

メインとなるコンピュータシステ

ムの変更を図るとともに、業務に応じ

た委託内容の見直しを行う。 

 

→ ○  情報政策課 

２０ 情報基盤を活用

した事務の推進 

事務処理の効率化、省力化を図るた

め、情報基盤を利用した会計事務の分

散処理、勤務管理表の電子化などを推

進する。 

 

→ ○ ○ 行政管理課 

情報政策課 

人事課 

財政課 

２１ 災害情報処理シ

ステムの拡充 

災害発生時の対応を迅速化するた

め、風水害時の情報処理システムを各

種災害に対応した情報処理システム

に拡充する。 

 

→ ○  生活安全課 

２２ 課税資料の電子

化 

課税資料（申告書、給与支払報告書）

の電子化を図る。 

 

 

 

 

→ → ○ 市民税課 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

２３ 河川台帳等の電

子化 

河川台帳や図面等の電子化を図る。 

 

 

→ → 〇 都市整備課 

 

 

   (ｲ) 事務・事業の見直し（２４項目） 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

２４ 公用車の運行管

理方法の検討 

① 公用車の効率的な利用を促進す

るため、集中管理化など管理方法の

見直しを検討する。 

 

② 公用車（バス・特別職専用車）の

運行管理に関する業務の民間委託

化などを検討する。 

 

→ → ○ 総務課 

２５ 共通管理事務の

集約化 

事務処理の効率化を図るため、庶務

事務など各課で行われている共通管

理事務を段階的に集約する。 

 

→ ○ ○ 行政管理課 

人事課 

財政課 

２６ 施設評価基準の

作成 

市有施設の有効的な活用を図るた

め、施設評価基準を作成し、一部の施

設において評価を実施する。 

 

○ ○  行政管理課 

財政課 

２７ 利用料金制度の

導入の検討 

（継続） 

指定管理者を指定している市民利

用施設への利用料金制度の導入を検

討する。 

 

→ → ○ 財政課 

２８ エコオフィスプ

ランの推進 

（継続） 

地球温暖化対策に取り組むため、新

たな日立市環境保全率先実行計画（エ

コオフィスプラン）を策定し、推進す

る。 

 

 

 

 

 

○ ○ ○ 環境保全課 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

２９ ふれあいサロン

事業の拡充 

高齢者の生きがいづくり、健康増進

をより効果的に実現するため、類似事

業を整理し、ふれあいサロン事業を拡

充する。 

実施会場 

平成 19年度 １０会場増 

平成 20年度 １０会場増 

 

○ ○  高齢福祉課 

３０ 土地区画整理事

業における事業

手法の見直し 

土地区画整理組合に対し、公募プロ

ポーザル方式、民間事業者への保留地

一括処分など、民間活力を活用した手

法の導入を促す。 

 

○   都市整備課 

３１ 地籍調査事業の

事業計画の見直

し 

地籍調査事業の早期完了を図るた

め、事業計画の見直しを行う。 

 

 

○   地籍調査課 

３２ 簡易水道事業の

上水道事業への

統合の検討 

簡易水道事業と上水道事業の統合

を前提に施設の整備計画を策定し、両

事業の統合に向けて調査検討を行う。 

 

 

→ ○  農林水産課 

上下水道部

総務課 

水道課 

浄水課 

 

３３ 直結給水の普及

促進 

貯水槽水道設備の設置者に対し、直

結給水への切替えを促す。 

 

○ ○ ○ 水道課 

３４ 十王地区の配水

施設の管網整備 

需要量の変動に応じて適正な圧力

で連続的かつ安定的に給水ができる

ようにするとともに、非常時において

も給水区域への影響を最小限にとど

めることができるよう、十王地区の配

水施設の管網整備を行う。 

 

→ → ○ 水道課 

３５ 中継ポンプ場管

理業務委託の見

直し 

河原子、滑川中継ポンプ場の委託業

務内容の見直しを行う。 

 

 

○ ○  浄化センタ

ー 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

３６ 消防署（出張所）

の配置の見直し 

（継続） 

消防署出張所の配置等について見

直しを行う。 

 

 

→ ○  消防総務課 

３７ ポンプ車及び配

置人員の削減 

（継続） 

消防ポンプ車の台数及び配置人員

数を削減する。 

 

 

→ ○  消防総務課 

３８ 消防団の詰所配

置の見直し 

消防団の詰所配置について見直し

を行う。 

 

→ ○ ○ 消防総務課 

３９ 学校財務事務の

効率化 

学校財務事務の見直しと標準化を

進め、事務処理の効率化を図る。 

 

○ ○  学務課 

教委総務課 

４０ 道路センター運

営体制の見直し 

（継続） 

道路センターと都市整備課の緑化

センターの直営維持管理作業の一元

化を図るとともに、施設のあり方を含

め、より効率的、機動的な体制整備を

進める。 

 

→ → ○ 道路管理課 

４１ 市営駐車場のあ

り方の検討 

市営駐車場の管理運営の適正化及

び有効活用の観点から、各駐車場のあ

り方を検討する。 

 

→ ○  生活安全課 

４２ 中里若者センタ

ーのあり方の検

討 

現在の施設の利用実態などを踏ま

え、中里若者センターのあり方を検討

する。 

 

→ ○  農林水産課 

４３ 幼稚園のあり方

の検討 

園舎の老朽化、園児数の減少などを

踏まえ、幼稚園の管理体制の見直しな

ど、今後の幼稚園のあり方について検

討する。 

 

→ ○ ○ 教委総務課 

学務課 

４４ 図書館のあり方

の検討 

各図書館の特色付けなど、今後の図

書館のあり方について検討する。 

 

 

→ ○  記念図書館 

多賀図書館 

十王図書館 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

４５ 出資法人の経営

健全化の促進 

出資法人（茨城県が出資する法人及

び全国規模の法人を除く、出資比率

25％以上の法人）に対し、定員管理、

給与改革、経費削減など経営の健全化

に取り組むよう、計画の策定を促す。 

対象法人 

①（財）日立市科学文化情報財団 

②（財）日立地区産業支援センター 

③（財）日立市公園協会 

④（財）日立市体育協会 

⑤（社福）日立市社会福祉事業団 

 

○ ○ ○ 行政管理課 

市民活動課 

商工課 

かみね公園

活性化担当 

スポーツ振

興課 

高齢福祉課 

４６ （財）日立市科

学文化情報財団

と（財）日立市

民文化事業団の

統合推進 

（継続） 

 

（財）日立市科学文化情報財団と（財）

日立市民文化事業団の統合に向けて、

今後も引き続き努力する。 

 

 

→ → ○ 市民活動課 

４７ 日立市観光協会

運営体制の強化

の検討 

総合的な観光施策を推進するため、

日立市観光協会の運営体制の強化に

ついて検討する。 

 

→ → ○ 観光課 

 
 
  イ 健全な財政基盤の構築（１０項目） 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

４８ 給料の調整額等

の見直し 

（継続） 

給料の調整額及び特殊勤務手当に

ついて、廃止を含めた見直しを行う。 

 

 

→ ○  人事課 

上下水道部

総務課 

４９ 旅費の見直し 旅費のうち、県内出張に係る日当を

廃止する。 

 

 

 

→ 〇  人事課 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

５０ 公共工事総合コ

スト縮減対策の

推進 

（継続） 

公共工事総合コスト縮減対策に関

する新たな行動計画を策定し、総合的

なコスト縮減を推進する。 

平成 19年度 △４％ 

平成 20年度 △３％ 

平成 21年度 △３％ 

 

○ ○ ○ 工事検査課 

工事担当課

所 

５１ 市債発行の抑制 

（継続） 

市債発行は、５０億円以内を目標と

して抑制する。 

 

○ ○ ○ 財政課 

５２ 補助金の見直し 

（継続） 

補助対象事業の有効性、必要性など

について評価を行い、廃止や補助内容

の見直しを行う。 

 

→ → ○ 財政課 

５３ 経常費（物件費）

の削減 

（継続） 

事業内容、実施方法などの検討・見

直しを行い、経常費（物件費）を削減

する。（平成１８年度当初予算比） 

平成19年度 △３％(150,000千円） 

平成20年度 △３％(150,000千円） 

平成21年度 △３％(150,000千円） 

 

○ ○ ○ 財政課 

５４ （仮称）公共施

設維持管理基金

の設置の検討 

公共施設の維持管理に必要な資金

を積み立てるため、基金設置を検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ ○  財政課 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

５５ 市税等の徴収率

向上 

（継続） 

① 市税の徴収率向上策を検討する

とともに、その徴収率向上に努め

る。 

目標徴収率（現年度分） 

平成 19年度 ９７.６％ 

平成 20年度 ９７.６％ 

平成 21年度 ９７.６％ 

 

② 国民健康保険料、介護保険料（普

通徴収分）の徴収率向上策を検討す

るとともに、その徴収率向上に努め

る。 

目標徴収率（現年度分） 

   国民健康保険料  

平成 19年度 ９３.０％ 

平成 20年度 ９３.０％ 

平成 21年度 ９３.０％ 

介護保険料 

平成 19年度 ９１.０％ 

平成 20年度 ９１.０％ 

平成 21年度 ９１.０％ 

 

③ 住宅使用料の徴収率向上策を検

討するとともに、その徴収率向上に

努める。 

目標徴収率（現年度分） 

平成 19年度 ９８.０％ 

平成 20年度 ９８.０％ 

平成 21年度 ９８.０％ 

 

○ ○ ○ 納税課 

国民健康保

険課 

住宅課 

５６ 自治・振興金融

等利子補給事務

の見直し 

対象者リストの共通データベース

を作成、活用することにより、事務の

簡略化、迅速化を進めるなど、補助金

交付手続に係る事務処理の効率化を

図る。 

 

 

→ ○ ○ 商工課 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

５７ 公共料金等支払

事務の見直し 

公共料金等の支払事務について、合

理化、効率化の観点から見直しを行

う。 

 

→ ○ ○ 会計課 

 

 

  ウ 地域資源の有効活用  

   (ｱ) 市民との協働の促進（６項目） 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

５８ 田正音楽記念

館サポーター活

動の拡充 

市民による自主事業活動の促進を

図り、田正音楽記念館の更なる魅力

づくりを進めるため、市民組織の活動

を拡充する。 

 

○ ○ ○ 田正記念

事業担当 

５９ コミュニティ活

動情報の発信拡

大の支援 

コミュニティ活動の紹介など、きめ

細かな情報提供の促進を図るため、各

コミュニティと日立市コミュニティ

推進協議会のホームページの開設を

支援する。 

 

○   市民活動課 

６０ 再生資源の収集

方法の見直し 

処理経費の削減を図るため、再生資

源のうち雑ビンについては、３色（無

色、茶色、その他色）に分別するよう

収集方法の見直しを行う。 

平成 20年度  ２学区実施 

平成 21年度 １０学区実施 

 

→ ○ ○ 環境衛生課 

清掃センタ

ー 

６１ 災害時要援護者

の支援体制の整

備 

災害時において第三者の支援を必

要とする要援護者（高齢者、障害児

（者）、乳幼児、外国人など）への支

援体制を整備する。 

 

 

 

 

 

→ ○ ○ 社会福祉課 

生活安全課 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

６２ 公園・道路里親

制度の普及促進 

（継続） 

公園・市道の清掃（美化）管理など

を地域のボランティア団体に委ねる

里親制度の普及促進を図る。 

平成 19年度 ３公園 ３路線 

平成 20年度 ３公園 ３路線 

平成 21年度 ３公園 ３路線 

 

○ ○ ○ 都市整備課 

道路管理課 

６３ 動物園サポータ

ー制度の導入 

市民、企業などが動物園を支援する

動物園サポーター制度を導入する。 

動物園サポーター数 

平成 20年度 １,０００人 

平成 21年度 １,０００人 

 

→ ○ ○ かみね公園

活性化担当 

 

 

   (ｲ) 財産の効果的活用の推進（８項目） 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

６４ 定年等退職者の

活用手法の検討 

長年培った経験・知識を持つ定年等

退職者を更に有効活用する手法を検

討する。 

 

→ → ○ 人事課 

６５ 資産を活用した

有料広告事業の

推進 

広告媒体として活用できる資産の

確認、需要状況の調査分析を行い、総

括的な活用指針を作成するとともに、

具体の取組みが行えるよう推進体制

を確立する。 

 

→ ○ ○ 理財担当 

６６ 日立駅自由通路

を活用した有料

広告事業の実施

の検討 

施設の維持管理に充てる財源を確

保するため、日立駅自由通路を活用し

た有料広告事業の実施を検討する。 

 

 

 

 

 

 

→ → ○ 日立駅周辺

整備課 



 - 22 - 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

６７ 未利用地の公募

売払い等による

自主財源の確保 

（継続） 

販売促進活動の充実、土地価格算定

方式の見直し、プロポーザル方式やネ

ットオークション方式など新たな手

法の検討を行うなど、引き続き未利用

地の売払いを推進する。 

平成 19年度 １億円 

平成 20年度 １億円 

平成 21年度 １億円 

 

○ ○ ○ 管財課 

６８ 分譲宅地の分譲

促進による自主

財源の確保 

（継続） 

販売促進活動の充実、分譲価格の見

直しなどを行い、定期借地権を活用し

た分譲促進、定期借地権付分譲後の宅

地の売払いに努める。 

平成 19年度 １５区画 

平成 20年度 １４区画 

平成 21年度 １２区画 

 

○ ○ ○ 管財課 

６９ 溶融スラグの有

効活用の検討 

廃棄物最終処分場の更なる長期使

用を図るため、清掃センターから発生

する溶融スラグをコンクリート二次

製品（側溝のふたなど）や、その他の

用途への活用を検討する。 

 

→ ○ ○ 清掃センタ

ー 

７０ 生活改善センタ

ーの移管 

十王地区の直営生活改善センター

を、地域へ移管する。 

 

→ ○ ○ 農林水産課 

７１ 浄水汚泥の有効

利用の検討 

（継続） 

茨城大学と共同研究を行い、浄水汚

泥の有効利用を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ → ○ 浄水課 
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(3) 組織力の強化 

  ア 市民ニーズに対応した組織体制の構築（５項目） 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

７２ 職員定員管理の

適正化 

（継続） 

「日立市定員適正化計画」に基づき、

年次計画で職員数を削減する。 

平成 19年度 △２４人 

平成 20年度 △２０人 

平成 21年度 △２０人 

 

○ ○ ○ 人事課 

７３ 非常勤嘱託員、

臨時職員管理の

適正化 

（継続） 

非常勤嘱託員、臨時職員が行ってい

る事務について廃止などを含めた見

直しを進め、適正な任用を推進する。 

 

 

○ ○ ○ 人事課 

行政管理課 

７４ 職員流動体制の

推進 

（継続） 

職員流動体制のより一層の推進を

図るため、対象範囲の拡大に努める。 

 

 

○ ○ ○ 人事課 

７５ 組織・機構の見

直し 

（継続） 

常に組織・機構の見直しを行い、時

代に即応した簡素で効率的な組織・機

構の整備に努める。 

 

○ ○ ○ 行政管理課 

７６ 企業局の組織体

制の見直し 

下水道事業の建設拡張の時代から

維持管理時代への変化に即応し、効率

的な職員配置と組織の整備に努める。 

 

→ → ○ 上下水道部

総務課 

 
 

  イ 人材育成の充実（２項目） 

推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

７７ 職員研修の推進 

（継続） 

「日立市人材育成計画」に基づき、

対人関係能力、マネジメント能力、政

策形成能力の向上を重点として、職員

研修を推進する。 

 

 

○ ○ ○ 人事課 
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推進年度 
№ 推進事項 推進事項の概要 

19 20 21 
担当課 

７８ 新たな人事評価

制度の構築の検

討 

能力評価制度の設計を進め、現在試

行中の目標による管理制度と合わせ

たトータル的な人事評価制度の構築

について、国家公務員における新たな

人事評価制度の導入状況を見極めな

がら検討する。 

 

→ → ○ 人事課 

 

※ 推進事項欄に記載している（継続）とは、前計画である行財政改革大

綱（第３次計画）において取り組んでいる推進事項であり、引き続き行

財政改革大綱（第４次計画）の推進事項として取り組むものである。 



 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 日立市ホームページの再構築 
２ 日立市ホームページ活用による行政情報の発信拡大（継続） 
３ ケーブルテレビ基盤を活用した施策の導入の検討 
４ 緊急情報の迅速な提供体制の構築 
 
５ 市民会館の無休化（継続） 
６ 日立シビックセンター・日立新都市広場の無休化 
７ 図書館の無休化 
８ 市民相談コーナーの相談日の拡大 
９ 消費生活センターの相談日の拡大 
10 休日基本健康診査の拡大 
11 子どもすくすくセンターの管理体制の見直し 
12 十王総合健康福祉センターの管理体制の見直し 
13 救急救命士有資格者の増員配置 
 
14 公立保育園の民営化（継続） 
15 市営住宅への指定管理者制度導入の検討（継続） 
16 分析調査業務の委託 
17 (仮称)滑川クリーンセンターの管理業務委託 
18 廃棄物最終処分場の管理業務委託 
 
19 基幹系システムの再構築（継続） 
20 情報基盤を活用した事務の推進 
21 災害情報処理システムの拡充 
22 課税資料の電子化 
23 河川台帳等の電子化 
 
24 公用車の運行管理方法の検討 
25 共通管理事務の集約化 
26 施設評価基準の作成 
27 利用料金制度の導入の検討（継続） 
28 エコオフィスプランの推進（継続） 
29 ふれあいサロン事業の拡充 
30 土地区画整理事業における事業手法の見直し 
31 地籍調査事業の事業計画の見直し 
32 簡易水道事業の上水道事業への統合の検討 
33 直結給水の普及促進 
34 十王地区の配水施設の管網整備 
35 中継ポンプ場管理業務委託の見直し 
36 消防署（出張所）の配置の見直し（継続） 
37 ポンプ車及び配置人員の削減（継続） 
38 消防団の詰所配置の見直し 
39 学校財務事務の効率化 
40 道路センター運営体制の見直し（継続） 
41 市営駐車場のあり方の検討 
42 中里若者センターのあり方の検討 
43 幼稚園のあり方の検討 
44 図書館のあり方の検討 
45 出資法人の経営健全化の促進 
46 （財）日立市科学文化情報財団と（財）日立市民文化事業

団の統合推進（継続） 
47 日立市観光協会運営体制の強化の検討 
 
48 給料の調整額等の見直し（継続） 
49 旅費の見直し 
50 公共工事総合コスト縮減対策の推進（継続） 
51 市債発行の抑制（継続） 
52 補助金の見直し（継続） 
53 経常費（物件費）の削減（継続） 
54 （仮称）公共施設維持管理基金の設置の検討 
55 市税等の徴収率向上（継続） 
56 自治・振興金融等利子補給事務の見直し 
57 公共料金等支払事務の見直し 
 
58 田正音楽記念館サポーター活動の拡充 
59 コミュニティ活動情報の発信拡大の支援 
60 再生資源の収集方法の見直し 
61 災害時要援護者の支援体制の整備 
62 公園・道路里親制度の普及促進（継続） 
63 動物園サポーター制度の導入 
 
64 定年等退職者の活用手法の検討 
65 資産を活用した有料広告事業の推進 
66 日立駅自由通路を活用した有料広告事業の実施の検討 
67 未利用地の公募売払い等による自主財源の確保（継続） 
68 分譲宅地の分譲促進による自主財源の確保（継続） 
69 溶融スラグの有効活用の検討 
70 生活改善センターの移管 
71 浄水汚泥の有効利用の検討（継続） 
 
72 職員定員管理の適正化（継続） 
73 非常勤嘱託員、臨時職員管理の適正化（継続） 
74 職員流動体制の推進（継続） 
75 組織・機構の見直し（継続） 
76 企業局の組織体制の見直し 
 
77 職員研修の推進（継続） 
78 新たな人事評価制度の構築の検討 

日立市行財政改革大綱(第４次計画)の体系図 

具体的な推進事項 

市民サービス

の質的向上 

〔
基
本
理
念
〕
市
民
と
と
も
に
築
く
新
た
な
行
政
ス
タ
イ
ル
を
め
ざ
し
て 

組織力の強化 

時代 の変 化に 対応 し

たサービスの拡充 

効率的な事務・事業の

展開 

市民ニーズに対 応し

た組織体制の構築 

積極 的な 民間 活力 の

導入 

地域資源の有効活用 

人材育成の充実 

健全 な財 政基 盤の 構

築 

市民との協働

の促進 

ＩＴ化の推進 

事務・事業の見

直し 

財 政 の 健 全

化・資産の活

用 

大分類 中分類 小分類 

多様な情報提

供の推進 

利用環境の向

上 

財産の効果的

活用の推進 

-
2
5
-
 

【参考 １】 
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日立市行財政改革推進会議意見 

１ 集約意見 

「情報化の促進と攻めの財政への転換」 

 (1) 内容の充実した施策を展開しているにもかかわらず、市民への情報発信

が不足し、施策の有効性が十分に発揮されていないケースもあることから、

ホームページの充実やケーブルテレビの有効活用を進めるとともに、ＩＴ

化の推進による効率的で迅速な事務・事業の展開など、情報化の促進を図

られたい。 

 (2) 厳しい財政状況に対応した財務能力の強化を図るため、施設評価を踏ま

えた維持・管理に関する合理的な資金計画の作成を進めるとともに、新た

な視点からの財源確保に努めるため、収益的な事業を積極的に展開するな

ど、攻めの財政への転換を図られたい。 

 (3) 情報化の促進と攻めの財政への転換を総合的に推進することを柱として、

創意工夫を凝らして、積極的に行財政改革に取り組まれたい。 

 

２ 主な意見 

 (1) 職員の給与については、引き続き、調整額などの見直しに取り組まれた

い。 

 (2) 職員数の削減を進めるに当たっては、バランスの取れた非常勤職員の採

用、退職者の有効活用など総合的な視点に立って進められたい。 

 (3) 決算概要などの財政状況については、他都市と比較できる指標を用いる

などして、市民にわかりやすく積極的に公表されたい。 

 (4) 民間活力の導入や地域資源の有効活用などについては、積極的な取組み

を図られたい。 

 (5) 施設の無休化や利用機会の拡大、事務・事業の見直しなどについては、

早期の実現に向け取り組まれたい。 

【参考 ２】  




